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男鹿市告示第３３号  

 

 男鹿市地域振興基金活用事業補助金交付要綱の一部を改正する告

示を次のように定める。  

 

令和５年３月２７日  

 

               男鹿市長  菅  原 広  二  

    

男鹿市地域振興基金活用事業補助金交付要綱の一部を改正す  

る告示  

 男鹿市地域振興基金活用事業補助金交付要綱（令和３年男鹿市告

示第２３号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（補助対象者）  

第２条  補助金の対象者（以下「補
助対象者」という。）は、自治会
長等を構成員として組織する、
船川、若美、北浦、脇本、船越、
五里合、男鹿中、戸賀及び椿地区

の振興会、地区会長会、町内会連
合会等並びに特に市長が認める
団体（以下「振興会等」という。）

とする。  

（補助金の額）  

第５条  補助金の額は、補助対象
経費の１０分の１０に相当する
額とする。ただし、同一年度にお
ける１団体当たりの限度額を１
００，０００円とし、補助金の算
定額に１００円未満の端数が生
じたときは、これを切り捨てる

ものとする。  

別表（第４条関係）  

補助対象経費  

項目  内容  

（略）  

（注）除外される経費  

⑴振興会等が所有する施設の管理
維持費  

（補助対象者）  

第２条  補助金の対象者（以下「補
助対象者」という。）は、自治会
長等を構成員として組織する、
船川、若美、北浦、脇本、船越、
五里合、男鹿中、戸賀及び椿地区

の振興会、地区会長会、町内会連
合会等（以下「振興会」という。）
とする。  

 

（補助金の額）  

第５条  補助金の額は、補助対象
経費の１０分の１０に相当する
額とする。ただし、同一年度にお
ける１振興会当たりの限度額を
１００，０００円とし、補助金の
算定額に１００円未満の端数が
生じたときは、これを切り捨て

るものとする。  

別表（第４条関係）  

補助対象経費  

項目  内容  

（略）  

（注）除外される経費  

⑴振興会が所有する施設の管理維
持費  
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改正後  改正前  

⑵振興会等の会員に還元される賃

金等  

⑶～⑼  （略）  

⑵振興会員に還元される賃金等  

 

⑶～⑼  （略）  

  

備考  改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

 

 様式第１号及び様式第１号の２中「振興会名」を「団体名」に改め

る。  

 様式第２号中「振興会への」を削る。  

 様式第３号、様式第５号、様式第５号の２、様式第７号、様式第８号

及び様式第８号の２中「振興会名」を「団体名」に改める。  

   附  則  

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 


